
諫早労働基準監督署からのお知らせ 
 

主  題 一般社団法人長崎県建設業協会 諫早支部及び大村支部に対して、墜落災害撲滅の

ための緊急要請を行いました。 

要請日 令和５年１０月２７日（金） 

令和５年１０月３０日（月） 

場所 長崎県建設業協会大村支部事務所 

長崎県建設業協会諫早支部事務所 

概 要 

記 

諫早労働基準監督署（署長 西川伸之）は、本年（９月末現在）、管内の建設業において死傷

災害（休業４日以上）のうち、墜落災害が全体の３割を超えており、本年９月に墜落による死

亡災害が発生していることに鑑み、建設業における墜落災害の撲滅を図るため、墜落防止にか

かる安全総点検の実施等について地域の建設業団体へ要請を実施いたしました。 

各支部の会員事業場に対して建築、土木の工事現場の墜落防止措置（開口部等）について安

全総点検の実施の周知についてお願いいたしました。 

安全総点検について、現在、建築工事を行われている会員事業場におかれましては、別紙の

「墜落防止措置（開口部等）点検表」を使用して点検の実施、点検の結果を当署に提出を併せ

てお願いしました。 

 各支部様からは、「全会員に対して、墜落防止にかかる点検の実施について周知を行い、墜落

防止について徹底したい。」とのお言葉をいただきました。 

 

 

  

   

（左）署長   （右）大村支部長     （左）諫早支部長 （右）署長 

 

長崎県建設業協会大村支部 長崎県建設業協会諫早支部 
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墜落防止措置（開口部等）点検表

事業場名

点検結果

開口部付近など墜落するおそれのある箇所で作業を行う場合、親綱
等の設置及び要求性能墜落制止用器具（フルハーネス型）の使用状
況

立ち入る必要がない不要な場所に立入禁止措置等の状況

作業計画のとおりに施工しているか。
作業方法を変更する場合、連絡調整を行っているか。

高所作業にかかる手順書の策定、見直し、追加の状況

作業の性質上、やむを得ず取り外した手すり、覆い等の復旧状況

点検実施日

点検結果内容
　良「〇」　　否「×」　　該当なし「―」

備考欄には、否の場合における改善状況等をくわしく記載してください。

　
点検項目

高さ2メートル以上の箇所に作業床の設置状況

高さ2メートル以上の作業床における手すり等（中桟、下桟、幅
木等）の設置など墜落防止措置の状況

開口部の箇所に覆い、手すり（中桟、幅木等）、安全ネット等
の設置状況

覆いの固定（滑り止め等）、強度等の状況

開口部の箇所に注意喚起する表示状況

備考（問題点等）

別紙


